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本
稿
は
、
賦
、
壁
書
、
内
訴
、
端
裏
銘
に
つ
い
て
、
史
料
と
新
た
な
写
真
版
の
掲
出

を
通
し
て
、
従
来
の
理
解
を
補
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

1
、
賦

こ
こ
で
は
、
南
北
朝
時
代
の
賦
に
つ
い
て
次
の
史
料
を
検
討
し
よ
う
。

［
史
料
一
］
(
宝
菩
提
院
文
書
一
七
九
函
五
四
号
、
大
正
大
学
図
書
館
蔵
写
真
版
(
1
)
)

貞
和
六
二
月
廿
八
目
改

観
応
元
 
四
月
二
目
於
御
町
合
方
可
有
沙
汰
之
由
、

 
 
 
 
 
 
［
粘
力
］

 
 
 
 
書
銘
□
二
方
大
進
殿
了
、

捧
事
書
了
、
吉
田
肥
前
殿

掲
出
史
料
か
ら
、
次
の
二
点
が
明
ら
か
と
な
る
。

 
一
、
観
応
元
年
(
＝
二
五
〇
)
四
月
二
日
に
、
寄
合
方
で
の
沙
汰
を
求
め
て
事
書
が

 
 
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

 
二
、
事
書
を
受
理
し
た
吉
田
肥
前
殿
は
、
銘
を
書
き
奉
行
人
諏
訪
大
進
に
事
書
を
お

 
 
そ
ら
く
射
っ
た
こ
と
、
(
□
の
箇
所
の
文
字
が
判
読
し
に
く
い
け
れ
ど
、
訴
状
で
あ

 
 
る
事
書
に
銘
を
書
く
と
い
う
行
為
は
賦
と
い
う
手
続
き
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と

 
 
か
ら
判
断
し
た
)

 
ま
ず
、
事
書
の
提
出
者
を
考
え
よ
う
。
櫛
田
良
洪
氏
の
研
究
(
2
)
に
よ
り
つ
つ
整
理

す
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
背
景
が
明
ら
か
と
な
る
。

 
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
頼
経
が
嘉
禎
二
年
(
一
二
三
六
)
に
建
立
し
た
持
仏
堂
が
、
漸
次

発
達
し
て
寛
元
元
年
(
一
二
四
三
)
久
遠
寿
量
院
と
い
う
寺
院
と
な
っ
た
。
建
武
新
政

期
、
久
遠
寿
量
院
別
当
職
を
安
堵
さ
れ
た
房
玄
と
同
職
の
譲
渡
を
主
張
す
る
能
済
の
問

で
相
論
が
生
起
し
た
。
房
玄
は
醍
醐
寺
の
清
浄
光
院
に
止
住
し
、
そ
の
後
長
く
こ
の
相

論
は
続
い
た
が
、
能
済
は
観
応
元
年
(
＝
二
五
〇
)
三
月
死
去
し
た
。
そ
の
翌
月
の
房

玄
の
行
動
を
伝
え
る
も
の
が
［
史
料
一
］
で
あ
る
。
櫛
田
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
寄
合
方
は

「
政
所
の
寄
合
方
」
 
(
3
)
で
あ
る
と
い
う
。
房
玄
側
が
事
書
提
出
と
い
う
行
動
に
出

た
の
は
、
能
済
の
死
後
も
、
房
玄
に
同
院
別
当
職
が
安
堵
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

 
次
に
寄
合
方
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
山
家
浩
樹
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
「
所

領
の
強
制
的
交
付
を
行
う
と
い
う
点
で
引
付
方
の
権
限
を
一
部
吸
収
・
強
化
」
し
た
も

の
で
、
「
理
非
相
論
と
は
別
個
に
所
領
交
付
を
行
う
。
(
中
略
)
引
付
方
に
存
在
す
る
特

別
訴
訟
手
続
を
強
化
し
た
機
関
」
(
4
)
と
い
う
。

 
残
念
な
が
ら
、
櫛
田
氏
の
指
摘
を
裏
付
け
る
史
料
を
確
認
し
て
お
ら
ず
、
政
所
の
寄

合
方
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

 
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
四
日
受
理

＊
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
社
会
教
室
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寄
合
方
が
、
引
付
内
談
方
を
主
催
し
て
い
た
足
利
直
義
の
失
脚
に
よ
っ
て
成
立
し
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
将
軍
足
利
尊
氏
が
主
催
す
る
恩
賞
方
と
も
異
な
る
機
関

で
あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
慮
す
る
と
、
寄
合
方
と
は
、
引
付
内
談
方
の
審
理
や
恩
賞

方
の
充
行
と
は
異
な
る
形
で
、
つ
ま
り
足
利
直
義
や
足
利
尊
氏
と
は
異
な
る
人
物
が
、

幕
府
の
政
務
の
実
権
を
掌
握
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
…
機
関
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

の
推
測
が
可
能
と
考
え
る
。
寄
合
方
の
実
権
は
山
家
氏
の
推
測
の
通
り
、
高
師
直
が
掌

握
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
(
5
)
。

 
ま
た
、
寄
合
方
の
位
置
付
け
は
山
家
氏
と
同
様
と
な
る
け
れ
ど
、
寄
合
方
で
は
、
後

述
す
る
［
史
料
二
］
の
検
討
で
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
従
来
恩
賞
方
が
扱
っ
た
寺
院
別
当

職
の
相
論
を
受
理
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

 
最
後
に
賦
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
南
北
朝
期
の
賦
に
つ
い
て
は
拙
稿
(
6
)
で
検
討

を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
掲
出
史
料
は
当
時
、
確
認
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
史

料
か
ら
、
寄
合
方
へ
の
提
訴
の
場
合
で
も
、
訴
状
で
あ
る
事
書
に
銘
を
書
く
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
賦
の
手
続
き
と
判
断
で
き
よ
う
。

 
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
吉
田
肥
前
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
吉
田
肥
前
と

い
え
ば
、
周
知
の
よ
う
に
佐
々
木
道
誉
の
被
官
で
あ
る
吉
田
肥
前
房
厳
覚
と
考
え
ら
れ

る
(
7
)
。
そ
こ
か
ら
、
前
掲
拙
稿
(
8
)
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
被
官
の
主
人
に
あ

た
る
道
誉
が
、
賦
の
実
務
に
あ
た
る
被
官
吉
田
肥
前
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

 
あ
わ
せ
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
次
の
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
窄
の
た
め
年

月
日
が
明
確
で
な
く
、
時
期
に
つ
い
て
は
推
測
に
な
る
け
れ
ど
、
宝
菩
提
院
文
書
一
七

九
函
四
七
号
の
後
欠
の
還
魂
の
訴
状
に
は
、
「
法
印
房
事
申
、
久
遠
電
量
院
別
当
職
事
、

四
諦
二
日
就
被
羽
御
沙
汰
、
如
奉
行
安
富
民
部
大
夫
貞
嗣
返
答
者
、
及
謀
実
之
相
論
之

間
、
可
被
出
御
引
付
之
由
、
被
経
入
門
之
御
沙
汰
畢
、
(
後
略
)
」
と
み
え
て
い
る
。

 
も
し
、
こ
こ
で
い
う
「
去
二
日
」
が
、
房
玄
側
が
事
書
を
提
出
し
た
と
い
う
［
史
料
一
］

に
見
え
る
観
応
元
年
(
＝
二
五
〇
)
四
月
の
「
二
日
」
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
こ
か

ら
、
「
入
門
」
と
い
う
寄
合
方
で
の
政
務
処
理
の
あ
り
方
や
寄
合
方
と
引
付
方
の
関
係
が

明
ら
か
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

 
そ
こ
で
、
時
期
の
確
定
を
試
み
よ
う
。
「
内
訴
」
の
章
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
は
じ
め

恩
賞
方
で
扱
わ
れ
た
久
遠
寿
量
院
別
当
職
の
問
題
は
、
貞
和
元
年
(
＝
二
四
五
)
に
引

付
内
談
方
へ
の
移
管
が
な
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
引
用
史
料
に
よ
る
と
、
房
前
側
の
訴
え

は
内
談
方
で
は
な
く
引
付
方
に
出
す
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
引

用
史
料
が
、
内
談
方
の
活
動
終
了
後
、
引
付
方
が
復
活
し
た
後
の
状
況
の
中
で
作
成
さ

れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
佐
藤
進
一
氏
に
よ
る
と
、
貞
和
五
年
(
＝
二
四
九
)
八
月
の
政
変
か
ら
観
応
二
年
(
一

三
五
〇
)
ま
で
、
引
付
内
談
方
に
か
わ
り
五
方
制
引
付
方
が
復
活
し
た
の
で
は
な
い
か

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
9
)
こ
と
も
参
考
に
な
る
。

 
こ
れ
ら
の
点
か
ら
判
断
す
る
と
、
右
の
引
用
史
料
は
、
観
応
元
年
(
＝
二
五
〇
)
の

も
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
［
史
料
一
］
に
見
え
る
房
右
側
の
・
寄
合
方

へ
の
提
訴
の
後
、
幕
府
側
の
対
応
に
不
満
を
持
つ
房
玄
側
の
対
応
を
示
す
の
が
右
の
引

用
史
料
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
以
上
、
こ
こ
で
は
、
事
書
に
銘
を
書
く
と
い
う
賦
の
手
続
き
を
示
す
史
料
を
一
つ
追

加
し
検
討
を
加
え
た
。

2
、
壁
書

 
こ
こ
で
は
壁
書
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
川
祐
一
郎
氏
に
よ
っ

て
高
札
と
壁
書
の
形
式
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
(
-
o
)
。
こ
こ
で

は
、
南
北
朝
初
期
の
事
例
を
加
え
て
お
き
た
い
。
史
料
を
示
そ
う
。

［
史
料
二
］

(
宝
菩
提
院
文
書
一
七
九
函
五
二
号
、

割
書
、
｛
 
｝
は
傍
書
を
示
す
)

大
正
大
学
図
書
館
蔵
写
真
版
、
◇
は

(
端
裏
書
)

 
「
清
浄
光
院
雑
掌
成
心
言
上
」

［
 
］

清
浄
光
院
法
印
坊
〈
房
玄
〉
雑
掌
成
心
重
言
上

 
欲
□
大
輔
法
印
三
年
忌
職
譲
状
井
灌
頂
印
鑑
血
脈
旨
意
重
科
令
露
顕
間
、
為
塞

 
自
転
、
於
御
沙
汰
中
間
、
捧
無
理
支
状
条
、
粁
謀
上
者
、
被
棄
掲
彼
支
状
、
任

 
本
訴
理
非
被
経
御
沙
汰
、
久
遠
寿
町
院
別
当
職
事
、

 
 
(
中
略
)

 
 
(
能
三
三
回
状
)

 
同
状
云
、
構
謀
気
受
飯
尾
彦
六
左
衛
門
入
道
覚
民
之
処
、
又
属
安
富
民
部
大
夫

 
貞
嗣
、
捧
忌
避
之
訴
状
云
々
、

此
条
、
当
御
代
之
｛
衆
｝
始
御
沙
汰
之
軌
式
未
定
之
比
、
諸
寺
社
別
当
職
事
丸
呑
散

在
、
五
方
御
引
付
軌
式
治
定
之
後
、
安
富
民
部
大
夫
母
性
相
触
云
〈
押
壁
書
於
貞
嗣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［
於
］

宿
所
〉
、
諸
寺
社
別
当
職
事
、
□
恩
賞
方
万
有
御
沙
汰
、
訴
人
各
可
存
知
〈
云
々
、

取
意
〉
、
傍
諸
方
訴
人
属
貞
駒
之
日
、
当
訴
事
、
於
覚
民
謡
不
参
恩
賞
方
之
間
、
閣

御
引
付
方
訴
訟
、
於
恩
賞
方
属
溢
血
畢
、
歯
偏
所
論
御
沙
汰
蜜
語
式
也
、
更
非
一

事
両
様
、

 
 
(
中
略
)

以
前
条
々
、
両
方
共
著
捧
黙
思
申
状
、
於
恩
賞
方
及
対
論
之
後
、
依
為
謀
実
相
論
、
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章
出
御
内
談
方
、
被
角
糺
明
御
沙
汰
之
刻
、
下
垂
遁
謀
書
之
重
科
、
於
御
沙
汰
之

中
間
可
被
閣
糺
明
御
沙
汰
之
由
、
捧
支
状
之
条
、
粁
謀
之
至
極
也
、
所
詮
被
棄
掃

彼
支
状
、
任
本
訴
道
理
、
於
能
済
者
被
処
謀
書
井
識
者
重
科
、
至
干
法
印
坊
者
、

任
相
伝
道
理
井
御
祈
祷
忠
節
、
為
醤
油
裁
許
重
言
上
皇
件
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
久
遠
寿
量
院
別
当
職
を
め
ぐ
る
房
玄
と
能
済
の
相
論
の
中
で
、

房
玄
側
が
作
成
し
た
右
の
掲
出
史
料
は
年
月
日
が
な
く
、
案
文
か
と
思
わ
れ
る
。

 
内
容
上
注
目
し
た
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

 
一
、
幕
府
の
「
五
方
御
引
付
軌
式
」
が
定
ま
っ
た
後
、
安
富
民
部
大
夫
貞
嗣
が
、
自

 
 
分
の
宿
所
に
壁
書
を
押
し
て
い
る
こ
と
、

 
二
、
そ
こ
に
は
「
諸
寺
社
別
当
職
事
、
□
［
於
］
恩
賞
方
可
有
御
沙
汰
、
訴
人
各
可
存

 
 
知
」
と
記
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、

 
三
、
そ
の
た
め
諸
方
の
訴
人
は
貞
嗣
に
属
し
、
久
遠
寿
量
選
別
当
職
を
め
ぐ
り
提
訴

 
 
し
て
い
た
房
玄
能
も
引
付
方
で
の
訴
訟
を
塞
き
、
恩
賞
方
に
お
い
て
安
富
貞
嗣
に

 
 
属
し
た
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
、

以
上
で
あ
る
。

 
こ
の
場
合
、
相
論
の
一
方
当
事
者
側
の
主
張
な
の
で
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
け
れ

ど
、
後
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
幕
府
は
こ
の
別
当
職
を
め
ぐ
る
相
論
を
当
初
、
恩
賞
方

で
審
理
し
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
壁
書
の
内
容
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

 
［
史
料
二
］
を
通
し
て
南
北
朝
初
期
、
幕
府
奉
行
人
の
宿
所
に
壁
書
を
掲
示
す
る
こ
と

と
推
測
さ
れ
る
「
壁
書
を
押
す
」
と
い
う
あ
り
方
を
し
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、

房
恋
塚
が
引
付
方
で
は
な
く
恩
賞
方
に
提
訴
し
た
根
拠
と
し
て
壁
書
の
内
容
が
示
さ
れ

て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

 
以
上
、
こ
こ
で
は
、
南
北
朝
初
期
の
壁
書
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

3
、
内
訴

 
こ
こ
で
は
内
訴
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

 
内
訴
は
内
奏
と
の
関
連
で
こ
れ
ま
で
ふ
れ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
『
武
家
名
目
抄
』

を
み
る
と
、
目
次
に
は
「
内
訴
」
と
「
内
奏
三
無
」
が
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、

本
文
を
見
る
と
「
沙
汰
未
練
書
」
の
「
内
訴
」
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
(
1
1
)
。
ま
た
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
奏
方
に
つ
い
て
は
詳
細
な
検
討
が
あ
る
(
-
)
け
れ
ど
、
内
訴
に
つ
い
て
は
史
料
の
制

約
も
あ
り
、
内
奏
と
の
関
係
も
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
思
う
。

 
そ
こ
で
、
次
の
史
料
を
み
よ
う
。
す
で
に
、
櫛
田
氏
が
前
述
の
別
当
職
を
め
ぐ
る
相

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

論
を
説
明
す
る
中
で
検
討
を
加
え
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
-
)
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
こ

こ
で
は
史
料
に
よ
り
つ
つ
、

て
お
こ
う
。

内
奏
と
内
訴
の
関
係
如
何
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
を
加
え

［
史
料
三
］
(
宝
菩
提
院
文
書
一

 
 
 
 
 
は
省
略
)

七
九
函
五
四
号
、
大
正
大
学
図
書
館
蔵
写
真
版
、
頭
書

康
永
元
 
飯
尾
彦
六
左
衛
門
入
道
被
経
引
付
奉
行

 
 
 
久
遠
事

 
 
二
 
九
月
廿
七
日
 
以
依
田
将
監
、
経
内
奏
、
急
可
披
露
之
由
、
被
仰
雑
賀

 
 
 
 
隼
人
入
道
了
、

 
 
(
中
略
)

貞
和
元
 
康
永
四
年
〈
改
貞
和
〉
二
月
十
日
為
和
田
四
郎
入
道
奉
行
、
経
内
訴
、
為

 
 
 
 
野
臥
相
論
之
上
者
、
於
三
方
内
談
可
有
糺
明
之
沙
汰
□
、
傍
以
此
等
之

 
 
 
 
旨
趣
、
載
事
書
、
渡
豆
州
云
々
、
渡
干
西
義
了
□
、

 
 
(
後
略
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

櫛
田
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
-
)
よ
う
に
、
康
永
二
年
(
＝
二
四
三
)
九
月
二

十
七
日
に
「
内
訴
」
、
貞
和
元
年
(
＝
二
四
五
)
二
月
二
十
日
に
「
内
訴
」
、
［
史
料
三
］

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
康
永
三
年
(
＝
二
四
四
)
十
月
十
九
日
に
「
内
訴
」
が

な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
宝
菩
提
院
文
書
一
七
九
函
四
八
号
の
房
玄
の
訴
え
で
確

認
で
き
る
。

 
右
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
［
史
料
三
］
を
見
る
と
、
康
永
二
年
(
＝
二
四
三
)
九
月
二
十

七
日
の
箇
所
が
「
内
奏
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
少
な
く
と
も
こ
こ
か
ら
、

内
奏
と
内
訴
は
置
き
換
え
が
可
能
な
用
語
で
は
な
い
か
と
い
う
理
解
を
提
示
し
て
お
き

た
い
。

 
あ
わ
せ
て
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

 
一
、
内
奏
・
内
訴
を
行
う
場
合
、
依
田
将
監
や
和
田
四
郎
入
道
と
い
う
幕
府
奉
行
人

 
 
を
介
し
て
い
る
こ
と
、

 
二
、
内
奏
(
内
訴
)
方
で
は
、
康
永
二
年
(
＝
二
四
三
)
の
場
合
、
恩
賞
方
へ
「
急

 
 
可
披
露
」
を
奉
行
人
雑
賀
隼
人
入
道
仁
義
に
命
じ
、
貞
和
元
年
(
一
三
四
五
)
の

 
 
場
合
、
「
為
謀
実
相
論
之
上
者
、
於
三
方
内
談
子
飼
糺
明
之
沙
汰
□
、
傍
以
此
等
之

 
 
旨
趣
、
載
事
書
、
渡
豆
州
」
と
内
談
方
へ
の
披
露
を
奉
行
人
雑
賀
隼
人
入
道
秘
義

 
 
に
命
じ
た
こ
と
、

以
上
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
内
訴
・
内
奏
は
、
奉
行
人
に
属
し
て
訴
え
を
行
い
、
当
該
訴

訟
担
当
の
奉
行
人
(
こ
こ
で
は
雑
賀
西
義
)
に
恩
賞
方
や
内
談
方
で
の
披
露
を
命
じ
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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そ
こ
で
疑
問
に
思
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
恩
賞
方
で
の
審
議
を
前
提
と
し
て
き
た
対
応

が
、
貞
和
元
年
(
＝
二
四
五
)
の
内
訴
の
結
果
、
引
付
内
談
方
で
の
審
議
へ
と
変
化
し

て
い
る
け
れ
ど
、
恩
賞
方
の
管
轄
で
あ
っ
た
諸
寺
社
別
当
職
の
件
を
、
内
奏
(
内
訴
)

方
の
判
断
の
み
で
変
更
で
き
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

 
こ
の
問
題
を
考
え
る
時
、
参
考
に
な
る
の
は
年
月
日
欠
の
次
の
史
料
で
あ
る
。

［
史
料
四
］

(
宝
菩
提
院
文
書
一
七
九
函
二
八
号
、

割
書
を
示
す
)

大
正
大
学
図
書
館
蔵
写
真
版
、
◇
は

(
前
略
)

法
印
房
玄
申
、

 
久
遠
寿
量
院
別
当
職
井
寺
領
駿
河
国
内
谷
郷
事
、

右
去
月
十
九
日
就
経
内
訴
、
如
被
仰
出
者
、
於
恩
賞
方
忽
可
披
露
七
七
、
可
被
仰

含
本
奉
行
雑
賀
隼
人
入
道
西
義
云
々
、
此
条
当
郷
為
寺
領
哉
否
事
、
大
輔
法
印
能

済
与
草
野
豊
前
権
守
秀
永
相
論
之
処
、
至
干
能
済
者
、
不
所
持
寺
領
之
支
証
之
間
、

被
召
出
房
玄
相
伝
不
易
御
下
知
状
等
、
既
以
於
三
方
御
内
談
〈
執
事
御
手
、
西
義

奉
行
〉
被
経
御
沙
汰
之
最
中
也
、
能
済
与
房
玄
於
別
当
職
之
番
者
、
為
謀
実
相
論

之
上
者
、
任
傍
例
被
出
三
方
御
内
談
、
可
被
経
一
具
御
沙
汰
者
哉
、
就
中
能
済
令

謀
作
灌
頂
単
信
血
脈
之
間
、
為
三
国
未
聞
之
珍
事
、
難
処
雲
底
欺
、
労
以
於
三
方

御
内
談
可
被
評
決
謀
実
之
淵
底
之
由
、
甲
所
歎
申
入
也
、

(
後
略
)

こ
こ
で
三
女
側
が
内
談
で
の
審
理
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
［
史
料
四
］
は
、

［
史
料
三
］
の
段
階
で
内
談
方
へ
の
移
管
が
明
確
に
な
る
貞
和
元
年
(
＝
二
四
五
)
二
月

以
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
抗
言
の
主
張
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

 
一
、
駿
河
国
内
谷
郷
を
め
ぐ
り
能
面
と
草
野
豊
前
権
守
秀
永
が
相
論
に
及
ん
で
い
る

 
 
こ
と
、

 
二
、
能
済
は
寺
領
の
支
証
を
所
持
し
て
い
な
い
た
め
に
房
玄
相
伝
の
不
易
の
下
知
状

 
 
等
を
召
し
出
さ
れ
た
こ
と
、

 
三
、
こ
の
相
論
は
す
で
に
執
事
高
師
直
を
内
談
方
頭
人
、
雑
賀
西
義
を
担
当
奉
行
と

 
 
し
て
内
談
方
で
沙
汰
の
最
中
で
あ
る
こ
と
、

 
四
、
七
巡
と
夏
島
の
別
当
職
を
め
ぐ
る
相
論
は
謀
実
の
相
論
な
の
で
、
三
方
内
談
に

 
 
出
さ
れ
一
具
の
沙
汰
を
経
ら
れ
た
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
、

以
上
で
あ
る
。

 
内
談
方
で
は
執
事
高
師
直
を
一
方
頭
人
、
雑
賀
実
義
を
担
当
奉
行
と
し
て
、
す
で
に

能
済
を
一
方
当
事
者
と
す
る
相
論
が
審
理
中
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
連
し
て
房
玄
の
相
伝

文
書
も
提
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

 
そ
こ
で
改
め
て
［
史
料
三
］
に
よ
っ
て
、
内
談
方
で
の
審
議
に
変
更
さ
れ
た
理
由
を
考

え
る
と
、
次
の
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

 
一
つ
は
、
訴
人
で
あ
る
房
里
雪
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
内
談
方
で
一

具
沙
汰
と
す
る
こ
と
を
求
め
て
き
た
事
情
を
ふ
ま
え
て
、
内
訴
(
内
奏
)
方
は
引
付
内

談
方
へ
の
披
露
を
決
定
し
た
と
す
る
理
解
、
も
う
一
つ
は
、
同
様
に
内
訴
(
内
奏
)
方

を
経
て
、
(
こ
の
部
分
は
史
料
に
記
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
当
該
訴
訟
担
当
奉
行
人
が
恩

賞
方
の
披
露
に
及
び
、
恩
賞
方
で
)
内
談
方
へ
の
移
管
決
定
が
な
さ
れ
た
と
す
る
理
解

で
あ
る
。

 
史
料
を
み
る
限
り
で
は
、
前
者
の
解
釈
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
け
れ
ど
、

今
は
可
能
性
と
し
て
提
示
し
、
結
論
は
後
考
を
期
し
た
い
。

 
以
上
、
こ
こ
で
は
内
奏
と
内
訴
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
同
じ
内
容
で
は
な

い
か
と
考
え
た
。

4
、
端
裏
銘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら

 
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
拙
稿
(
-
)
で
検
討
し
た
端
裏
銘
に
つ
い
て
、
新
た
な
写
真
を
掲

示
し
て
補
足
説
明
を
試
み
た
い
。
取
り
上
げ
る
史
料
は
、
東
寺
百
合
文
書
京
建
武
五
年

(
＝
二
三
八
)
八
月
日
付
播
磨
十
代
孫
子
朝
倉
重
方
申
状
案
で
あ
る
。

 
ま
ず
、
こ
の
端
裏
銘
を
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
影
写
本
で
確
認
す
る
と
、
「
釆
女
播

磨
局
本
解
案
 
暦
応
三
 
五
 
四
」
(
1
6
)
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
の
年
月
日
部
分

に
つ
い
て
、
他
の
刊
本
の
説
明
を
確
認
す
る
と
、
『
東
寺
百
合
文
書
目
録
第
五
』
で
は
端

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裏
銘
の
日
付
を
「
暦
応
三
年
九
月
四
日
」
と
説
明
す
る
(
-
)
の
に
対
し
て
、
『
吹
田
市

史
』
第
五
巻
(
史
料
編
二
)
九
六
号
で
は
「
暦
応
三
 
五
 
四
」
(
1
8
)
と
す
る
。

 
そ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
端
裏
部
分
を
次
頁
に
写
真
版
で
掲
出
し
て
み
た
。
日
付
の

下
の
文
字
が
判
読
で
き
な
い
け
れ
ど
、
年
月
日
は
「
暦
応
三
 
九
 
四
」
と
み
え
る
。

 
原
本
を
み
る
と
、
確
か
に
端
裏
部
分
は
痛
み
が
ひ
ど
い
け
れ
ど
、
文
字
の
判
読
は
可

能
で
あ
っ
た
(
1
9
)
。
ま
た
、
「
五
」
と
「
九
」
の
字
を
読
み
違
え
る
こ
と
が
あ
る
こ
と

は
、
他
で
も
確
認
で
き
る
。
『
碩
田
叢
史
』
四
四
(
2
0
)
を
見
る
と
、
「
貞
和
九
年
」
の

年
号
を
も
つ
文
書
を
二
例
確
認
で
き
る
け
れ
ど
、
貞
和
は
六
年
二
月
で
改
元
し
て
い
る
。

こ
れ
は
「
貞
和
五
年
」
の
誤
り
で
あ
り
、
同
書
で
は
朱
書
で
「
九
」
の
文
字
に
「
五
」

の
傍
注
を
付
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
端
裏
銘
を
書
き
込
ん
だ
奉
行
人

安
威
性
遵
の
筆
跡
を
み
る
と
、
「
九
」
の
字
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ

る
(
1
2
)
。

 
以
上
、
こ
こ
で
は
か
っ
て
検
討
し
た
端
裏
銘
の
説
明
に
つ
い
て
補
足
を
加
え
た
。



(岩元 修一)賦、壁書、内訴、端裏銘覚書五

注

5
、
お
わ
り
に

最
後
に
、
本
稿
で
確
認
し
た
事
項
を
簡
単
に
整
理
し
て
結
び
と
し
よ
う
。

一
、
観
応
元
年
(
＝
二
五
〇
)
の
段
階
で
佐
々
木
道
誉
が
寄
合
方
の
賦
を
統
括
し
、

 
実
務
を
被
官
の
吉
田
厳
覚
が
担
当
し
て
い
た
。

二
、
寄
合
方
で
は
、
寺
院
別
当
職
を
め
ぐ
る
相
論
を
受
理
し
て
い
た
。

三
、
南
北
朝
初
期
、
幕
府
奉
行
人
の
宿
所
に
壁
書
を
押
す
行
為
を
確
認
で
き
た
。

四
、
三
の
壁
書
に
よ
る
と
、
諸
寺
社
別
当
職
の
問
題
は
恩
賞
方
の
管
轄
で
あ
っ
た
。

五
、
内
訴
と
内
奏
は
同
じ
行
為
を
さ
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

六
、
内
訴
(
内
奏
)
と
は
、
原
則
と
し
て
訴
人
側
の
要
求
を
ふ
ま
え
て
当
該
訴
訟
の

 
担
当
奉
行
人
に
指
示
を
出
す
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。

七
、
内
訴
(
内
奏
)
方
で
は
、
恩
賞
方
で
審
議
し
て
い
た
案
件
を
受
理
し
て
い
た
。

八
、
端
裏
銘
に
つ
い
て
補
足
を
加
え
、
東
寺
百
合
文
書
京
建
武
五
年
(
＝
二
一
二
八
)

 
八
月
日
付
播
磨
筆
削
孫
子
朝
倉
重
方
申
状
案
の
端
裏
銘
の
年
月
日
は
「
暦
応
三

 
九
 
四
」
と
し
た
拙
稿
で
の
指
摘
を
再
確
認
し
た
。

(
-
)
、
貴
重
な
史
料
の
閲
覧
・
利
用
を
許
可
さ
れ
た
東
寺
、
同
じ
く
閲
覧
を
許
さ
れ
た

 
大
正
大
学
図
書
館
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

(
2
)
、
櫛
田
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
(
山
喜
房
佛
書
林
、
 
一
九
六
四
年
)
六

 
五
七
頁
以
下
。

(
3
)
、
前
掲
注
(
2
)
櫛
田
著
書
六
七
五
頁
。

(
4
)
、
山
家
「
室
町
幕
府
訴
訟
機
関
の
将
軍
親
裁
化
」
(
『
史
学
雑
誌
』
九
四
編
十
二
号
、

 
 
一
九
八
五
年
)
九
頁
。

(
5
)
、
前
掲
注
(
4
)
山
家
論
文
九
頁
。

(
6
)
、
拙
稿
「
南
北
朝
期
室
町
幕
府
の
訴
状
受
理
に
つ
い
て
」
(
『
九
州
史
学
』
一
一
八

 
 
・
一
一
九
号
、
 
一
九
九
七
年
)

(
7
)
、
星
野
重
治
「
京
極
道
誉
被
官
吉
田
再
興
の
動
向
を
め
ぐ
っ
て
-
京
極
道
誉
研
究

 
の
］
視
点
-
」
(
『
紀
尾
井
史
学
』
十
六
号
、
一
九
九
六
年
)
参
照
。

(
8
)
、
前
掲
注
(
6
)
拙
稿
二
〇
二
～
二
〇
五
頁
。

(
9
)
、
佐
藤
「
室
町
幕
府
開
創
期
の
官
制
体
系
」
(
石
母
田
正
・
佐
藤
進
一
共
編
『
中

 
世
の
法
と
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
、
の
ち
『
日
本
中
世
史
論
集
』

 
 
(
岩
波
書
店
、
 
一
九
九
〇
年
)
に
再
録
、
こ
こ
で
は
後
者
に
よ
る
)
 
一
九
一
～
一

 
九
二
頁
。

(10

j、

O
川
「
壁
書
・
高
札
と
室
町
幕
府
徳
政
令
-
形
式
か
ら
み
た
中
世
法
の
機
能
-
」

 
 
(
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
四
編
一
号
、
一
九
九
五
年
)

(
1
1
)
、
『
故
実
叢
書
 
武
家
名
目
抄
』
。

(12

j、

ﾎ
井
良
助
『
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』
(
弘
文
堂
書
房
、
 
一
九
三
八

 
年
)
、
佐
藤
進
一
前
掲
注
(
9
)
論
文
、
家
永
皇
嗣
「
足
利
義
詮
に
お
け
る
将
軍
親

 
裁
の
基
盤
」
(
家
永
『
室
町
幕
府
将
軍
権
力
の
研
究
』
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
、

 
 
一
九
九
五
年
、
初
出
は
石
井
進
編
『
中
世
の
法
と
政
治
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

 
二
年
)
所
収
)

(
1
3
)
、
前
掲
注
(
2
)
櫛
田
著
書
六
七
四
～
五
頁
。

(
1
4
)
、
前
掲
注
(
2
)
櫛
田
著
書
六
七
四
～
五
頁
。

(
1
5
)
、
拙
稿
「
初
期
室
町
幕
府
に
お
け
る
訴
陳
状
の
送
達
に
つ
い
て
」
(
『
古
文
書
研
究
』

 
五
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
)

(
1
6
)
、
架
蔵
番
号
ω
O
刈
ミ
ひ
P
＼
P
＼
圏
ω
 
五
四
丁
。

(
1
7
)
、
吉
川
弘
文
館
、
 
一
九
七
九
年
、
三
四
〇
頁
。

(
1
8
)
、
 
一
九
七
八
年
。

(
1
9
)
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
歴
史
資
料
課
お
よ
び
同
課
の
池
田
好
信
氏
に
は
大
変
御

 
世
話
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
か
り
て
改
め
て
お
礼
を
申
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。



ノ、

(
2
0
)
、
こ
こ
で
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
本
(
と
き
」
＼
ω
い
＼
い
轟
)
に
よ
る
。

(
2
1
)
、
上
島
有
「
室
町
幕
府
文
書
」
(
『
日
本
古
文
書
学
講
座
4
』
雄
山
閣
、
一
九
八
0

 
年
)
六
七
頁
に
安
威
性
遵
の
筆
跡
に
な
る
足
利
直
義
裁
許
状
の
写
真
が
掲
載
さ
れ

 
て
い
る
が
、
そ
の
写
真
版
の
「
九
」
の
文
字
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
後
記
)
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
東
寺
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
東
京
大
学
史
料

 
編
纂
所
、
大
正
大
学
図
書
館
に
は
格
別
の
御
高
配
を
賜
っ
た
。
末
尾
な
が
ら
改
め

 
て
明
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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